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規　　　　　則

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行細則及び奈良市障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相
談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児
相談支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規
則をここに公布する。

平成31年１月17日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第１号
奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律施行細則及び奈良市障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福
祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に
関する規則の一部を改正する規則

（奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律施行細則の一部改正）

第１条　奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律施行細則（平成18年奈良市規則第80
号）の一部を次のように改正する。

別記第13号様式の３を次のように改める。
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第13号様式の３（第16条の４関係）
第１３号様式の３（第１６条の４関係）

指定障害福祉サービス事業者
指定障害者支援施設 変更届出書
指定一般相談支援事業者

　　　　　年　　　月　　　日

（宛先）　奈良市長

届出者　
(設置者) ㊞

　次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

1 （変更前）
2
3
4

5

6

7

8

9

10
（変更後）

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考１　「変更した事項」欄については、該当する項目番号に○を付してくだ
　　　　さい。
　　　２　「受付」欄には、何も記載しないでください。
　　　３　変更内容が分かる書類を添付してください。
　　　４　変更の日から１０日以内に届け出てください。

所在地
名   称
代表者

事 業 所 番 号

指定内容を変更した事業所
名 称
所 在 地
サ ー ビ ス の 種 類

第三者に委託することにより提供する障害福
祉サービスの種類又は第三者の事業所の名
称若しくは所在地

提供する障害福祉サービスの書類

変更した事項 変更の内容
事業所又は施設の名称
事業所の所在地又は施設の設置の場所
事業者（設置者）の名称
主たる事務所の所在地

　　　　年　　月　　日

代表者の氏名、生年月日、住所又は職名

定款・寄附行為等若しくはその登記事項証
明書又は条例等（当該指定に係る事業に関
するものに限る。）
※定款・寄附行為等は就労継続支援Ａ型事
業所のみ

事業所又は施設の平面図又は設備の概要

事業所又は施設の管理者の氏名、生年月
日、住所又は経歴

事業所のサービス提供責任者の氏名、生年
月日、住所又は経歴

事業所又は施設のサービス管理責任者の氏
名、生年月日、住所又は経歴

受　　　　　　　付

事業所の種別（併設型・空床型の別）

併設型における利用者の推定数又は空床型
における当該施設の入所定員

協力医療機関の名称若しくは診療科名又は
当該協力医療機関との契約内容

主たる対象者

運営規程

他の障害福祉サービス事業者等との連携体
制又は支援体制の概要

連携する公共職業安定所等の名称

変更年月日
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 （奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定
等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の
指定等に関する規則の一部改正）

第２条　奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の
指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業
者の指定等に関する規則（平成24年奈良市規則第28号）
の一部を次のように改正する。

別記第２号様式中
「

 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｣
「

 に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｣
附　則

（施行期日等）
１　この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定によ

る改正後の奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律施行細則（以下「改正後の障害
者総合支援法施行細則」という。）及び第２条の規定に
よる改正後の奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事
業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支
援事業者の指定等に関する規則（以下「改正後の指定
特定相談支援事業者等指定等規則」という。）の規定は、

平成30年10月１日から適用する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際現に提出されている第１条の規定
による改正前の奈良市障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律施行細則別記第13号様式の
３の規定による届出書は、改正後の障害者総合支援法施
行細則別記第13号様式の３の規定による届出書とみなす。

３　この規則の施行の際現に提出されている第２条の規定
による改正前の奈良市障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援
事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談

　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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支援事業者の指定等に関する規則別記第２号様式の規定
による届出書は、改正後の指定特定相談支援事業者等指
定等規則別記第２号様式の規定による届出書とみなす。

４　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそ
れぞれの規則の規定に基づき作成されている用紙は、当
分の間、必要な調整をして使用することができる。

（平成31年１月17日掲示済）　

奈良市延長保育の実施に関する規則及び奈良市一時預か
りの実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布
する。

平成31年１月17日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第２号
奈良市延長保育の実施に関する規則及び奈良市一時
預かりの実施に関する規則の一部を改正する規則

（奈良市延長保育の実施に関する規則の一部改正）
第１条　奈良市延長保育の実施に関する規則（平成27年奈

良市規則第７号）の一部を次のように改正する。
第８条第２項ただし書を削る。

（奈良市一時預かりの実施に関する規則の一部改正）
第２条　奈良市一時預かりの実施に関する規則（平成27年

奈良市規則第８号）の一部を次のように改正する。
第７条第１項中「別記第１号様式」を「別記様式」に

改める。
第８条第２項を次のように改める。

２　利用料は、月を単位として徴収するものとし、前項
に規定する額にそれぞれ当該月の一時預かりの利用回
数を乗じて得た額を翌月末までに納入しなければなら
ない。
第８条に次の１項を加える。

３　前項の納入期日までに利用料が納入されない場合は、
以後の一時預かりは利用できないものとする。
第９条を削る。
第10条中「及び別記第２号様式」及び「、同様式中

「奈良市立幼稚園」とあるのは「奈良市立こども園」と」
を削り、同条を第９条とする。

第11条を第10条とする。
別記第２号様式から第５号様式までを削り、別記第１

号様式を別記様式とする。
附　則

（施行期日）

１　この規則は、平成31年９月１日から施行する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際、現に交付されている第２条の規
定による改正前の奈良市一時預かりの実施に関する規則
別記第２号様式及び第３号様式に規定する一時預かり利
用券は、この規則の施行の日から平成32年３月31日まで
の間、使用することができる。この場合において、利用
料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

（平成31年１月17日掲示済）　

告　　　　　示

奈良市告示第22号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。

なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。

平成31年１月17日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　許可の年月日及び番号
平成30年11月21日　奈良市指令整開　第17Ａ－37号

２　検査済証の交付年月日及び番号
開発行為　平成31年 １月17日　第 1667 号

３　開発区域に含まれる地域
奈良市中町2585番・2593番合併１、2588番１、2589番

１、2589番４及び2592番１
４　開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都品川区大崎１丁目11番２号
株式会社ローソン　代表取締役　竹増　貞信

（平成31年１月17日掲示済）　

奈良市告示第23号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第

48条第１項第１号及び第53条第１項の規定により、指定居
宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設及び指定介護予
防サービス事業者を指定しましたので、同法第78条第１号、
第93条第１号及び第115条の10第１号の規定により公示し
ます。

平成31年１月17日
奈良市長　仲　川　元　庸　

事業所番号
事業所 事業者

指定年月日
所在地 名称 法人所在地 法人名

2970108086 奈良市秋篠町1567番
地

ユニット型特別養護
老人ホーム　平城園

奈良市山陵町1085番
地

社会福祉法人　福寿
会

平成31年
1月16日

（平成31年１月17日掲示済）　

奈良市告示第24号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

スギ薬局　南京終町店 奈良県奈良市南京終町一丁目174番地の２ 平成31年１月１日

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第25号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項

の規定により横井東町自治会から告示した事項の変更の届
出がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり
告示します。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容
変更事項 変更前 変更後

代表者の氏名
及 び 住 所

山田　診才
大和郡山市九条町
960番地の36

荻田　喜己
奈良市横井三丁目
213番地

２　変更の年月日
　　平成31年１月１日

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第26号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項

の規定により尾山自治会から告示した事項の変更の届出が
ありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告示
します。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容
変更事項 変更前 変更後

代表者の氏名
及 び 住 所

松本　靖雄
奈良市月ヶ瀬尾山
2528番地の１

石中　 太郎
奈良市月ヶ瀬尾山
1953番地の１

２　変更の年月日
　　平成31年１月１日

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第27号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項

の規定により石打自治会から告示した事項の変更の届出が
ありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告示
します。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容
変更事項 変更前 変更後

代表者の氏名
及 び 住 所

辻井　勉
奈良市月ヶ瀬石打
2796番地

奥西　正彦
奈良市月ヶ瀬石打
2889番地

２　変更の年月日
　　平成31年１月１日

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第28号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項

の規定により長引自治会から告示した事項の変更の届出が
ありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告示
します。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容
変更事項 変更前 変更後

代表者の氏名
及 び 住 所

住岡　睦万
奈良市月ヶ瀬長引
448番地

西田　靖彦
奈良市月ヶ瀬長引
265番地

２　変更の年月日
　　平成31年１月１日

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第29号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項

の規定により嵩自治会から告示した事項の変更の届出があ
りましたので、同条第10項の規定により次のとおり告示し
ます。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容
変更事項 変更前 変更後

代表者の氏名
及 び 住 所

今中　武臣
奈良市月ヶ瀬嵩
287番地

上岡　要一
奈良市月ヶ瀬嵩
228番地

２　変更の年月日
　　平成31年１月１日

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第30号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項

の規定により月瀬自治会から告示した事項の変更の届出が
ありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告示
します。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容
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変更事項 変更前 変更後

代表者の氏名
及 び 住 所

今井　吉則
奈良市月ヶ瀬月瀬
324番地

中西　武洋
奈良市月ヶ瀬月瀬
330番地

２　変更の年月日
　　平成31年１月１日

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第31号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項

の規定により桃香野自治会から告示した事項の変更の届出
がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容
変更事項 変更前 変更後

代表者の氏名
及 び 住 所

北本　正一
奈良市月ヶ瀬桃香
野4627番地

矢ノ本　一徳
奈良市月ヶ瀬桃香
野5062番地

２　変更の年月日
　　平成31年１月１日

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第32号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。

平成31年１月18日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２　移動年月日
平成31年１月18日 

３　移動対象区域
近鉄新大宮駅周辺、近鉄高の原駅周辺及びＪＲ奈良駅

周辺自転車等放置禁止区域
４　保管場所

奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

５　引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。

６　引取時間
午前９時から午後４時30分まで

７　引取りのための必要事項
⑴　印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき

るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく

ださい。
⑵　次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。

　　ア　移動費　　自転車　　　　　2,000円
　　　　　　　　　原動機付自転車　4,000円
　　イ　保管費　 　1,000円（ただし、移動日から14日以

内は無料）
８　連絡先

　奈良市市民生活部　交通政策課
　電話0742－34－1111代表

（平成31年１月18日掲示済）　

奈良市告示第33号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。

平成31年１月21日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２　移動年月日
平成31年１月20日 

３　移動対象区域
近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁

止区域
以下省略

（平成31年１月21日掲示済）　

奈良市告示第34号
奈良市月ヶ瀬梅の資料館条例（平成17年奈良市条例第43

号）第４条の３第２項の規定により次のとおり臨時に開館
します。

平成31年１月21日
奈良市長　仲　川　元　庸　

施設名 臨時に開館する日

奈良市月ヶ瀬梅の資料館

平成31年２月21日（木）及
び同月28日（木）並びに同
年３月７日（木）、同月14
日（木）、同月21日（木）
及び同月28日（木）

（平成31年１月21日掲示済）　

奈良市告示第35号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。

平成31年１月21日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
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自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日

平成31年１月21日 
３　移動対象区域

近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺及び近鉄奈良駅周
辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成31年１月21日掲示済）　

奈良市告示第36号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。

なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。

平成31年１月24日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　許可の年月日及び番号
平成30年12月17日　奈良市指令整開　第18Ａ－41号

２　検査済証の交付年月日及び番号
開発行為　平成31年１月24日　第1668号
公共施設　平成31年１月24日　第813号

３　開発区域に含まれる地域
奈良市鍋屋町34番２、35番、36番及び37番１

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市花芝町12番地
稲村　佳壽子
奈良市二条大路南五丁目２番７号
株式会社シュガーアソシエイツ
代表取締役　佐藤　貴弘

５　公共施設の種類、位置及び区域
⑴　道路

奈良市鍋屋町34番２、35番、36番、37番１の各一部
（平成31年１月24日掲示済）　

奈良市告示第37号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。

平成31年１月25日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２　移動年月日
平成31年１月25日 

３　移動対象区域
近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁

止区域
以下省略

（平成31年１月25日掲示済）　

奈良市告示第38号
奈良市柳生の里観光施設条例（昭和61年奈良市条例第８

号）第２条の３第２項の規定により、次のとおり臨時に休
場します。

平成31年１月28日
奈良市長　仲　川　元　庸　

施　設　名 臨時に休場する日
旧柳生藩家老屋敷 平成31年２月５日

（平成31年１月28日掲示済）　

奈良市告示第39号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１

項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。

平成31年１月28日
奈良市長　仲　川　元　庸　

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成31年
１月23日 松山　武 奈良県総合医療

センター 奈良市七条西町二丁目897番５ 救急科（肢体不自由）

平成31年
１月23日

橋本　宏之
奈良県総合医療

センター
奈良市七条西町二丁目897番５ 脳神経外科（肢体不自由）

（平成31年１月28日掲示済）　

奈良市告示第40号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１

項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。

平成31年１月28日
奈良市長　仲　川　元　庸　
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指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成31年
１月23日 尾﨑　律郎 三条通り整形外科

奈良市下三条町25－１
寅松ビル２階

整形外科（肢体不自由）

（平成31年１月28日掲示済）　

奈良市告示第41号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。

なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。

平成31年１月28日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　許可の年月日及び番号
平成30年９月５日　奈良市指令整開　第18Ａ－26号
平成31年１月18日　奈良市指令整開

第18Ａ－26－１号
２　検査済証の交付年月日及び番号

開発行為　平成31年１月28日　第1669号
公共施設　平成31年１月28日　第814号

３　開発区域に含まれる地域
奈良市疋田町三丁目460番、461番１、461番２の一部

及び467番１の一部
４　開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市平松五丁目30番３－１号
リアルアセット株式会社　代表取締役　久保西　竜成

５　公共施設の種類、位置及び区域
⑴　道路

奈良市疋田町三丁目460番、461番１、461番２の一
部及び467番１の各一部

⑵　下水道
奈良市疋田町三丁目460番、461番１、461番２の一

部及び467番１の各一部
⑶　公園

奈良市疋田町三丁目460番、461番１及び461番２の
各一部

⑷　調整池
奈良市疋田町三丁目460番、461番１及び461番２の

各一部
（平成31年１月28日掲示済）　

奈良市告示第42号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。

平成31年１月28日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２　移動年月日
平成31年１月28日

３　移動対象区域
近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄奈

良駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成31年１月28日掲示済）　

奈良市告示第43号
平成30年度市県民税（普通徴収）３期の督促状を郵送し

たが、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達
することができないので、地方税法 （昭和25年法律第226
号）第20条の２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第
12号）第６条の規定により、次のとおり公示送達します。

なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部納税課で
保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出があればい
つでも交付します。

平成31年１月30日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　この督促状の発送年月日及び納期限
調定年度及び税目　　　　　　　　　期別　　　　  発送年月日　　　　　　納期限

平成30年度市県民税（普徴）　　　　３期　　 平成30年11月20日　　平成30年10月31日
平成30年度市県民税（普徴）　　　　３期　　 平成30年12月20日　　平成30年10月31日

２　この公示送達により変更した後の差押可能日
平成31年２月10日

３　送達を受けるべき者
省略

（平成31年１月30日掲示済）　

奈良市告示第44号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。

平成31年１月30日
奈良市長　仲　川　元　庸　
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指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地
野村　亮介

はり・きゅう 平成31年１月11日からだ元気治療院　
奈良店

奈良県奈良市法華寺町126番地
の１　岩本西ビル101号

（平成31年１月30日掲示済）　

奈良市告示第45号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。

平成31年１月30日
奈良市長　仲　川　元　庸　

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地
港　雅之

柔道整復 平成31年１月18日
Rela Hati 整骨院 奈良県奈良市大宮町三丁目２

番46号

（平成31年１月30日掲示済）　

奈良市告示第46号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。

平成31年１月31日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　処分の根拠
告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな

いため。
２　処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

３　処分年月日
平成31年１月31日

４　処分対象自転車等の移動年月日
平成30年７月３日、同月６日、同月８日、同月10日、

同月12日、同月19日、同月24日及び同月26日
（平成31年１月31日掲示済）　

奈良市告示第47号
森林法（昭和26年法律第249号）第10条の６第２項の規

定により奈良市森林整備計画を変更したいので、同法第10
条の６第４項において準用する同法第６条第１項の規定に
より次のとおり公告し、当該森林整備計画の案を縦覧に供
します。

なお、奈良市森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧
期間が完了する日までに、奈良市長に対し、理由を付した
文書をもって、意見書を提出することができます。

平成31年１月31日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　縦覧場所

奈良市役所　観光経済部農政課
２　縦覧期間

自　平成31年１月31日
至　平成31年３月１日

（平成31年１月31日掲示済）　

奈良市告示第48号
平成30年奈良市告示第604号（近傍同種の住宅の家賃及

び事業主体が定める数値の公表）の全部を次のように改正
し、平成31年１月31日から施行します。

平成31年１月31日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市営住宅条例（昭和61年奈良市条例第14号）第17条
第３項の平成31年度近傍同種の住宅の家賃及び同条第４項
の事業主体が定める数値（利便性係数）を次のとおり公表
します。
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（平成31年１月31日掲示済）　

奈良市告示第49号
奈良市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の一部

を改正する告示を次のように定める。
平成31年１月31日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の
一部を改正する告示

奈良市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱（平成
18年奈良市告示第195号）の一部を次のように改正する。

第６条第２号中「又は」を「若しくは」に改め、「者」
の次に「又は子ども・子育て支援法（平成24年法律第65
号）第59条第12号及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）
第６条の３第14項に規定する子育て援助活動支援事業に
おける援助を行う会員のうち、子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）の実施について
（平成26年５月29日雇児発0529第17号厚生労働省雇用均
等・児童家庭局長通知）において参考として示されている
講習カリキュラムの項目を全て受講した者若しくは当該通
知において当該講習を修了した者とみなすこととされてい
る者」を加える。

別表備考第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、
第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。

別記第１号様式の２中「いたします。」の次に「また、
奈良市が個人番号を利用して、地方税関係情報について取
得することに同意します。」を加え、「□　住民票」を「□
　住民票の写し」に、「備考」を「（備考）」に、
 「・全ての個人番号につき、個人番号カード、通

知カード又は個人番号入りの住民票の写しを
添付してください。　　　　　　　　　    　」

 「・個人番号の確認のため、個人番号カード、通
知カード又は個人番号入りの住民票の写しを
添付してください。

　・奈良市が個人番号を利用して、本人の地方税
関係情報を取得することに同意する者が自ら
署名してください。

　・代理人が提供書に署名する場合は、申請者か
らの委任状が必要です。　　　　　　　    　」

を

に、
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  を

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

申請者と同一世帯に属する者の個人番号 
 

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日 

個人番号 
            

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日 

個人番号 
            

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日 

個人番号 
            

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日 

個人番号 
            

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日 

個人番号 
            

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日 

個人番号 
            

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日 

個人番号 
            

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日 

個人番号 
            

確認者：                  確認年月日：    年   月   日   
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
改める。

附　則
（施行期日）

１　この告示は、平成31年１月31日から施行する。
（経過措置）

２　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定に

基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整を
して使用することができる。

（平成31年１月31日掲示済）　

奈良市告示第50号
奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の一

部を改正する告示を次のように定める。

・全ての個人番号につき、個人番号カード、通知カード又は個人番号入りの住民票の写しを添付してください。 

 
 
申請者と同一世帯に属する者の個人番号 
 

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

確認者：                       確認年月日：    年   月   日 

（備考） 

 ・奈良市が個人番号を利用して、本人の地方税関係情報を取得することに同意する者が自ら署名してください。 

 ・代理人が提供書に署名する場合は、申請者からの委任状が必要です。 
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平成31年１月31日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱
の一部を改正する告示

奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱（平
成16年奈良市告示第335号）の一部を次のように改正する。

第３条第１号中「教育訓練給付」を「一般教育訓練給
付」に改める。

第６条第２項第２号中「当該控除対象扶養親族の数を明
らかにすることができる書類」を「16歳以上19歳未満の控
除対象扶養親族に関する申立書（別記第１号様式の２）」
に改め、同項第４号中「第１号様式の２」を「第１号様式
の３」に改める。

別記第１号様式の２中「いたします。」の次に「また、
奈良市が個人番号を利用して、地方税関係情報について取
得することに同意します。」を加え、「□　住民票」を「□
　住民票の写し」に、「備考」を「（備考）」に、
 「・個人番号には、個人番号カード、通知カード

又は個人番号入りの住民票の写しを添付して
ください。　　　　　　　　　　　　　    　」

 「・個人番号の確認のため、個人番号カード、通
知カード又は個人番号入りの住民票の写しを
添付してください。

　・奈良市が個人番号を利用して、本人の地方税
関係情報を取得することに同意する者が自ら
署名してください。

　・代理人が提供書に署名する場合は、申請者か
らの委任状が必要です。　　　　　　　    　」

同様式を別記第１号様式の３とし、別記第１号様式の次に
次の１様式を加える。

を

に改め、
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第１号様式の２（第６条関係）
 

第１号様式の２（第６条関係） 

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 

    年  月  日 

  （宛先）奈良市長 

 

                           申請者 

 

                            住所 

 

氏名             ㊞ 

 

母子家庭等自立支援教育訓練給付金の交付申請を行うに当たり、私の所得税法上の扶養親族のうち、

前年（請求日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の12月31日において年齢が16歳以上19歳

未満であった者について、次のとおり申し立てます。 

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 

１

フリガナ  
続柄 

 
生年月日      年   月  日 

氏名  

個人番号             住所（別居の場合）  

2 

フリガナ  
続柄 

 
生年月日      年   月  日 

氏名  

個人番号             住所（別居の場合）  

3 

フリガナ  
続柄 

 
生年月日      年   月  日 

氏名  

個人番号             住所（別居の場合）  

4 

フリガナ  
続柄 

 
生年月日      年   月  日 

氏名  

個人番号             住所（別居の場合）  

（備考） 

・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の所得証明書を添付してください。 

・この申立書は自立支援教育訓練給付金の支給を受けようとする者に、前年（申請日が１月から７月までの間にある場合

は、前々年）の12月31日（年の途中で死亡した場合には、その死亡の日）において年齢が16歳以上19歳未満の所得税法

上の扶養親族がいる場合に、その扶養親族の氏名や、当該給付金の支給を受けようとする者との続柄等をご記入いただ

くものです。 

・所得税法上の扶養親族とは、前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の12月31日（年の途中で死

亡した場合には、その死亡の日）において、次のいずれにも該当する方です。 

① 配偶者以外の親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族をいいます。）又は都道府県知事から養育を委託された児童（い

わゆる里子）や市町村長から養護を委託された老人である方 

② あなたと生計を一にしている方 

③ 前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の所得税法上の合計所得金額が38万円以下である方 

④ 青色申告書の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告書の事業専従者でない方 
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・ご提供いただいた個人番号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号

法」という。）第９条に基づき、本申請に係る事務の処理に必要な範囲を超えて利用することはありません。 

・本様式は、番号法第14条に基づき提出していただくものです。 

・ご提供いただいた特定個人情報は、番号法第19条に定められた場合を除き、他機関等に提供することはありません。 

・個人番号の確認のため、個人番号カード、通知カード又は個人番号入りの住民票の写しを添付してください。 

・奈良市が個人番号を利用して、本人の地方税関係情報を取得することに同意する者が自ら署名してください。 

・代理人が提供書に署名する場合は、申請者からの委任状が必要です。 
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附　則
（施行期日）

１　この告示は、平成31年１月31日から施行する。
（経過措置）

２　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定
に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整
をして使用することができる。

（平成31年１月31日掲示済）　

奈良市告示第51号
奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱の

一部を改正する告示を次のように定める。
平成31年１月31日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要
綱の一部を改正する告示

奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱
（平成16年奈良市告示第336号）の一部を次のように改正
する。

第３条中第８号を第11号とし、第７号の次に次の３号を
加える。

⑻　歯科衛生士
⑼　美容師
⑽　社会福祉士
第４条中「限る。）」の次に「（訓練促進給付金の支給を

受け、准看護師の養成機関で養成課程を修了した者が、引
き続き看護師の資格を取得するために、看護師の養成機関
で養成課程を修業する場合にあっては、それぞれの修業期
間を合計した期間）」を加える。

第７条第１項第２号中「当該控除対象扶養親族の数を明
らかにすることができる書類」を「16歳以上19歳未満の控
除対象扶養親族に関する申立書（別記第１号様式の２）」
に改め、同項第５号中 ｢第１号様式の２｣ を「第１号様式
の３」に改め、同条第２項第２号中「当該控除対象扶養親
族の数を明らかにすることができる書類」を「16歳以上19
歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」に改め、同条
第４項中「は、修了日」の次に「（訓練促進給付金の支給
を受け、准看護師の養成機関で養成課程を修了した者が、
引き続き看護師の資格を取得するために、看護師の養成機
関で養成課程を修業する場合にあっては、原則として看護
師の養成機関の修了日）」を加える。

別記第１号様式の２中「いたします」の次に「。また、
奈良市が個人番号を利用して、地方税関係情報について取
得することに同意します」を加え、「□　住民票」を「□
　住民票の写し」に、
 「・全ての個人番号につき、個人番号カード、通

知カード又は個人番号入りの住民票の写しを
提示してください。　　　　　　　　　　　　」

 「・個人番号の確認のため、個人番号カード、通
知カード又は個人番号入りの住民票の写しを

添付してください。
　・奈良市が個人番号を利用して、本人の地方税

関係情報を取得することに同意する者が自ら
署名してください。

　・代理人が提供書に署名する場合は、申請者か
らの委任状が必要です。　　　　　　　　　　」

を

に、
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  を

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

申請者と同一世帯に属する者の個人番号 
 

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

確認者：                  確認年月日：    年   月   日  
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
改め、同様式を別記第１号様式の３とし、別記第１号様式の次に次の１様式を加える。

・全ての個人番号につき、個人番号カード、通知カード又は個人番号入りの住民票の写しを添付してください。 

 
 
申請者と同一世帯に属する者の個人番号 
 

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

フリガナ  続 柄 生 年 月 日 
奈良市が個人

番号を利用し

て地方税関係

情報について

取得すること

に同意します

□ 

氏  名 
  

    年   月   日

個人番号             

確認者：                       確認年月日：    年   月   日 

 

 



第372号 奈 良 市 公 報 平成31年２月18日
        （月 曜 日）

－ 22－

第１号様式の２（第７条関係）
 

第１号様式の２（第７条関係） 

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 

    年  月  日 

（宛先）奈良市長 

 

                           申請者 

 

                           住所 

 

                         氏名              ㊞ 

 

母子家庭等高等職業訓練促進給付金の交付申請を行うに当たり、私の所得税法上の扶養親族のうち、

前年（請求日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の12月31日において年齢が16歳以上19歳

未満であった者について、次のとおり申し立てます。 

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 

１

フリガナ  
続柄 

 
生年月日      年   月  日 

氏名  

個人番号             住所（別居の場合）  

2 

フリガナ  
続柄 

 
生年月日      年   月  日 

氏名  

個人番号             住所（別居の場合）  

3 

フリガナ  
続柄 

 
生年月日      年   月  日 

氏名  

個人番号             住所（別居の場合）  

4 

フリガナ  
続柄 

 
生年月日      年   月  日 

氏名  

個人番号             住所（別居の場合）  

（備考） 

・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の所得証明書を添付してください。 

・この申立書は高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けようとする者に、前年（申請日

が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の12月31日（年の途中で死亡した場合には、その死亡の日）におい

て年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がいる場合に、その扶養親族の氏名や、当該給付金の支給を受け

ようとする者との続柄等をご記入いただくものです。 

・所得税法上の扶養親族とは、前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の12月31日（年の途中で死亡

した場合には、その死亡の日）において、次のいずれにも該当する方です。 

① 配偶者以外の親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族をいいます。）又は都道府県知事から養育を委託された童

（いわゆる里子）や市町村長から養護を委託された老人である方 

② あなたと生計を一にしている方 

③ 前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の所得税法上の合計所得金額が38万円以下である方 

④ 青色申告書の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告書の事業専従者でない方 

・ご提供いただいた個人番号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号

法」という。）第９条に基づき、本申請に係る事務の処理に必要な範囲を超えて利用することはありません。 

・本様式は、番号法第14条に基づき提出していただくものです。 

・ご提供いただいた特定個人情報は、番号法第19条に定められた場合を除き、他機関等に提供することはありません。 

・個人番号の確認のため、個人番号カード、通知カード又は個人番号入りの住民票の写しを添付してください。 

・奈良市が個人番号を利用して、本人の地方税関係情報を取得することに同意する者が自ら署名してください。 

・代理人が提供書に署名する場合は、申請者からの委任状が必要です。 
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附　則
（施行期日）

１　この告示は、平成31年１月31日から施行する。
（経過措置）

２　平成30年３月31日までに修業を開始した者については、
この告示による改正後の奈良市母子家庭等高等職業訓練
促進給付金等交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の
例による。

３　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規
定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。

（平成31年１月31日掲示済）　

訓　　令　　甲

奈良市訓令甲第１号
庁　中　一　般
関　係　各　所

奈良市職員提案規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。

平成31年１月28日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市職員提案規程の一部を改正する訓令
奈良市職員提案規程（平成18年奈良市訓令甲第２号）の

一部を次のように改正する。
第２条中「次の」の次に「各号の」を加え、同条第５号

中「掲げること」を「掲げるもの」に改める。
第６条第１項中「総合政策部長」を「行政経営課長」に

改め、同条第２項各号列記以外の部分中「総合政策部長」
を「行政経営課長」に改め、「次の」の次に「各号の」を
加え、同項第３号中「既に」を「１年以内に」に改める。

第７条第３項中「総合政策部担当副市長」を「総合政策
部長」に改め、同条第４項中「前項の副市長以外の副市
長」を「総務部長及び財務部長」に改め、同条第５項中

「次に掲げる者」を「提案の内容に関係ある部の部長」に
改め、同項各号を削る。

第８条第１項中「総合政策部長」を「行政経営課長」に
改め、「ときは」の次に「、提案を行った者の所属名、職
名及び氏名を秘し、提案の内容に関係ある課等の意見を添
えて」を加え、同条第２項を次のように改める。
２　委員会は、提案を審査し、次の各号のいずれかの区分

に決定するものとする。 
⑴　採用　提案の内容の全て又は一部の実施が適当と認

められるもの
⑵　検討　提案の内容の実施の可否について検討を要す

るもの
⑶　不採用　提案の内容の実施が不要、不適当又は不可

能なもの
第８条第３項中「その結果」を「前項の決定」に改め、

同項に後段として次のように加える。

この場合において、市長は、当該決定に異議があるとき
は、委員会に再審査を命じることができる。

第８条に次の１項を加える。
４　前２項の規定にかかわらず、委員長は、提案の内容を

審査し、第２項の区分の決定をすることが困難であると
認めるときは、市長が提案の内容を審査し、同項の区分
の決定をするものとする。
第９条を次のように改める。
（決定の通知）

第９条　委員長は、提案を行った者に当該提案に対する委
員会の決定を通知するものとする。
第10条中「市長」を「委員長」に、「採用することと」

を「第８条第２項第１号又は第２号の区分に決定」に改め、
「実施」の次に「又は検討」を、「講じる」の次に「よう提
案の内容に関係ある部の部長に要請する」を加え、同条に
次の１項を加える。
２　前項の規定により要請を受けた部長は、当該要請を受

けた日から１年以内に措置の状況を委員長に報告しなけ
ればならない。
第11条を次のように改める。
（提案等の公表）

第11条　委員長は、審査を行った提案の要旨及び決定等を
職員に公表するものとする。

２　委員長は、前条第２項の規定により報告を受けたとき
は、職員に公表するものとする。

附　則　
この訓令は、平成31年１月28日から施行する。

（平成31年１月28日掲示済）　

監　　　　　査

奈良市監査委員告示第１号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規

定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。

平成31年1月31日
奈良市監査委員　東　口　喜代一
同　　　　　　　中　本　　　勝
同　　　　　　　道　端　孝　治
同　　　　　　　三　橋　和　史

こども園推進課
監査結果公表日　平成30年6月29日

（奈良市監査委員告示第10号）
措置結果通知日　平成31年1月23日

[ 監査の結果 ] [ 措置の内容 ]
道路区域明示確定業務委

託契約（予定価格20万円以
上）の関係書類を査閲した
ところ、予算額を超えて予
定価格を定めていた。また、
相手方が特定される契約で

草刈り作業委託契約につ
いて、適切な予算措置が行
われていることを確認した
上で予定価格を定め、予定
価格が20万円以上であった
ため、奈良市契約規則第18
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営繕課（耐震・教育施設整備グループを含む。）
監査結果公表日　平成29年４月６日

（奈良市監査委員告示第７号）
措置結果通知日　平成31年１月24日

（平成31年１月31日掲示済）　

奈良市監査委員告示第２号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規

定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。

平成31年１月31日
奈良市監査委員　東　口　喜代一　
同　　　　　　　中　本　　　勝　
同　　　　　　　道　端　孝　治　
同　　　　　　　三　橋　和　史　

奈良市市街地開発株式会社
監査結果公表日　平成29年４月６日

（奈良市監査委員告示第６号）
措置結果通知日　平成31年１月11日

（平成31年１月31日掲示済）　

公　営　企　業

奈良市企業局告示第１号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈

良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃
止の届出があったので、同規程第10条の規定により次のと
おり公示します。

平成31年１月17日
奈良市公営企業管理者　

池　田　　　修　

（平成31年１月17日掲示済）　

教　育　委　員　会

奈良市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する
規則をここに公布する。

平成31年１月16日

奈良市教育委員会　　　　
教育長　中　室　雄　俊

奈良市教育委員会規則第３号
奈良市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正
する規則

奈良市立学校の管理運営に関する規則（昭和32年奈良市
教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

はないが、見積書を１人の
者からしか徴取していな
かった。

適切な予算措置を行った
上で予定価格を定め、予定
価格が20万円以上の場合は、
奈良市契約規則第18条の2
第1項の規定に則り、2人以
上の者から見積書を徴取さ
れたい。

条の２第１項の規定に則り、
２者から見積書を徴取し、
業者選定を行った。

[ 監査の結果 ] [ 措置の内容 ]
施設修繕において、予定

価格を決定せずに見積り合
わせを行っていた。

奈良市契約規則第10条及
び第18条の規定に則り、適
正に契約事務を行われたい。

平成29年度からは、奈良
市契約規則に則り、予定価
格を定め適正に見積り合わ
せを行うよう改めました。

[ 監査の結果 ] [ 措置の内容 ]
⑵　ＪＲ奈良駅第１駐車場、

第２駐車場及びなら100
⑵　平成29年５月からレジ

スターを設置し、購入者

年会館駐車場の回数券及
び定期駐車券による駐車
料金を徴収する際の領収
書については、定期駐車
券の新規購入者には発行
しているが、継続購入者
及び回数券の購入者には、
申出があった場合以外は
発行していなかった。

　　全ての入金に対して必
ず領収書を発行し、適正
に事務処理を行われたい。

⑶　ＪＲ奈良駅第１駐車場、
第２駐車場及びなら100
年会館駐車場の使用料に
ついては、週１回回収し
ているが、１か月分をま
とめて市の指定金融機関
に払い込んでいた。

　　各々の指定管理に関す
る基本協定書において、
徴収した使用料を速やか
に払い込むことと規定さ
れている。適正に事務処
理を行われたい。

全員に領収書を発行するよ
う改めました。

⑶　平成30年５月から、毎
週１回、市の指定金融機
関に納付するよう改めま
した。

名　　　　　称 代表者氏名 所　　在　　地 届　　出　　日

有限会社谷口工業
代表取締役
谷口　忠志

京都府木津川市木津清水95番地 平成31年１月15日
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第28条を次のように改める。
（主幹教諭）

第 28条　小学校及び中学校には、主幹教諭を置くことがで
きる。

２　主幹教諭は、校長（副校長を置く学校にあつては、校
長及び副校長）及び教頭を助け、命を受けて校務の一部
を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

附　則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成31年１月16日掲示済）　

選挙管理委員会

奈良市選挙管理委員会告示第１号
奈良市の投票区について（平成９年奈良市選挙管理委員

会告示第34号）の一部を次のように改正し、平成31年１月
21日から施行します。

平成31年１月16日
奈良市選挙管理委員会　

委員長　西久保　武　志　
第18投票区の項中「、五条三丁目（１番街区から10番街

区まで）」を削り、「六条一丁目（21番街区から32番街区ま
でを除く。）」を「六条一丁目（17番街区から19番街区まで
及び21番街区から32番街区までを除く。）」に改める。

第22投票区の項中「疋田町五丁目」の次に「、菅原東一
丁目、菅原東二丁目」を加える。

第23投票区の項中「西大寺国見町二丁目」の次に「、西
大寺国見町三丁目」を加える。

第32投票区の項中「中町（第73投票区に属する区域を除
く。）」を「中町（第71投票区及び第73投票区に属する区域
を除く。）」に改める。

第39投票区の項中「興隆寺町」を「米谷町、中畑町、興
隆寺町」に改める。

第41投票区の項中「米谷町、中畑町」を「六条三丁目、
七条西町一丁目、七条西町二丁目、六条西四丁目、六条西
五丁目」に改める。

第64投票区の項中「五条三丁目（１番街区から10番街ま
でを除く。）」を「五条三丁目」に、「六条一丁目（21番街
区から32番街区まで）」を「六条一丁目（17番街区から19
番街区まで及び21番街区から32番街区まで）」に改め、「、
六条三丁目、七条西町一丁目、七条西町二丁目」及び「、
六条西四丁目、六条西五丁目」を削る。

第71投票区の項中「大倭町」を「中町（438番地、451番
地、452番地）、大倭町」に改める。

（平成31年１月16日掲示済）　


